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　本講習は公益社団法人日本建築士会連合会が国土交通省より「監理技術者講習」の
登録講習機関の認可を受け、福井県建築士会が開催するものでございます。本年度は
下記の日程表のとおり開催いたします。特に、一級建築士、1級建築施工管理技士、1
級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士等の建築工事分野でご活躍されて
いる監理技術者を対象に、実務に役立つ充実した内容の講習を行いますので、この機
会に多くの建築施工系監理技術者の受講をお願いいたします。
受講申込：随時行っています。
受 講 料：テキスト・講習修了ラベル代込、税込 
　　　　　•WEB申込み…9,500円／1名
　　　　　•郵送・窓口申込み…10,000円／1名
講義の内容：DVDによる講義＋修了試験（計360分）行います。
申込み方法：日本建築士会連合会のホームページで「監理技術者講習」の
　　　　　申込ページをご覧ください。http://www.kenchikushikai.or.jp/
※企業一括申込み（ 2名以上）が可能です。詳しくは下記まで電話下さい。
問 合 先：（一社）福井県建築士会　TEL  0776-24-8781 まで

令和４・５年度  監理技術者講習  開催のお知らせ

❶ 建築に特化した実務に役立つ講習
❷ わかりやすく利便性の高いテキスト使用
❸ 建築士会CPD単位6単位の付与
❹ 上記以外に建築士会CPD制度加入者の方は建築士会連合会のWEB問題回答でのCPD単位
　 （2ヶ月に一度3単位取得可能年間最大18単位）が受講後5年間取得可能となります。

建築士会が行う
監理技術者講習
の特色

受講される方はマスク着用を
お願いいたします。

土木系の
監理技術者の受講も

可能です。

建築士会を名乗るメールが送られているとのことです。アドレスが違うので送られてきた場合は開封せずに削除するようにして下さい。

　平成７年に発生した阪神・淡路大震災を機に、応急危険度判
定が全国で初めて実施され、余震等による二次災害の防止に大
きな効果を挙げました。
　この成果をうけ、全国的に被災建築物応急危険度判定制度の
整備が進められ、福井県においても、地震による建築物の被害
から県民の安全を確保するため、平成７年から応急危険度判定
士の養成に努 めてまいりました。
　今後も県内に限らず、県外においての活動も求められることが考
えられます。建築士の皆様方には、是非、本講習会を受講され応
急危険度判定士の認定申請をしていただきますようお願いします。
　なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、講習
会を中止させていただく場合がございますのでご理解いただきま
すようお願いします。（中止の場合は速やかにご連絡いたします。）

令和4年度 福井県被災建築物応急危険度判定士認定講習会 ご案内
3. 受講資格・受講申し込み等

4. 問合わせ先：一般社団法人 福井県建築士会

1. 講習会開催日程等
開催日 会場名 定員 開催時間

福井県建設会館 4階 大会議室
（福井市御幸3丁目10番15号）

14：30～16：20
(受付14：00～)

令和5年
3月15日㈬

※会場駐車場が少ないため、できるかぎり公共交通機関の利用をお願いします。

70名

時　間 講習内容
開会挨拶
1. 応急危険度判定制度について
2. 応急危険度判定基準について
3. 応急危険度判定の演習等

14：30～14：35

14：35～16：20

講習内容

受 講 資 格

申込受付期日

申込提出方法

認定に必要な
持　参　物

2. 受講料　無　料

次の①～③のいずれかに該当する方 
①県内に在住または勤務する建築士（一級・
二級・木造）で、判定士として登録する意思
のある方 ※ボランティアとして、被災地での活動
に参加できる方に限ります。
②福井県被災建築物応急危険度判定士
③行政職員
3月8日㈬必着
なお、定員になり次第締め切ります。

申込フォームよりお申込みください。→
https://forms.gle/oMUhRbGHRUyMMPSy8
★新規・更新登録には下記のものが必要です。
　受講の際に必ず持参してください。
①受講票（FAXによる申込の場合は受付印の
あるものがFAXにて返送されます。申込
フォームによる申込の場合は受付完了メール
にて送られます。）
②身分証明書の写し(運転免許証または住民票等)
③建築士免許証の写し
④写真1枚（縦3㎝×横2.5㎝で無帽・正面・上
半身・カラーで6か月以内の撮影。写真裏面
に氏名を記入）

〒910-0854 福井市御幸3丁目10-15 福井県建設会館内2階
TEL：0776-24-8781　FAX：0776-24-9570

CPD 2単位

主催／福井県被災建築物応急危険度判定協議会　http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/index1.html

●41ページ　左　施工
　上から三枠目　二段目
　訂正箇所　石栗建設→石黒建設

●45ページ　左　設計
　上から四枠目　一段目
　訂正箇所　アール・アイ・シー→アール・アイ・エー建築福井72号  福井県建築士会年表

お詫びして訂正いたします。

◆会場所在地
　【福井会場】福井県中小企業産業大学校
　　　　　　　 （福井市下六条町16-15）
　【敦賀会場】プラザ萬象（敦賀市東洋町1-1）

◆令和5年度監理技術者講習  日程表

福井会場／第2演習室（定員18名）
敦賀会場／会議室（定員15名）

福井

敦賀

開　催　日会場

４月５日㈬

10月４日㈬

６月21日㈬

６月７日㈬

12月６日㈬

10月24日㈫

2024年

８月２日㈬

２月７日㈬



国税庁 登録を予定されている事業者の方へ

登録申請はお早めに！
※制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

消費税
インボイス
制度令和５年10月から

消費税インボイス制度が始まります。
登録申請手続は、

□ 「e-Taxソフト（WEB版）」をご利用いただくと、質問に回答していくことで申請が可能です。
□ e-Taxで申請した場合、電子データで登録通知の受領が可能です。
□ 個人事業者の方はスマートフォンからでもe-Taxで申請できます。
 ※e-Taxのこ利用には事前にマイナンバーカードの取得が必要です。

かんたん・便利♪ e-Tax をご利用
ください!!

説明会を開催中
税務署での説明会やオンラインでの
説明会をご案内しております。 説明会ページへ

▲

特設サイトへ

▲制度について詳しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）の
「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

❶制度の解説動画　❷AIを活用したチャットボット
❸軽減・インボイスコールセンターなどをご案内しております

✓
✓
✓

特設サイトでは

ご 案 内

歴史まちづくり講演会

情 報 提 供 コ ー ナ ー
●こどもエコ住まい支援事業について
子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能（ZEHレ
ベル）を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に
対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等
による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュー
トラルの実現を図ることを目的とした事業。
URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/
 jutakukentiku_house_tk4_000215.html
事務局ホームページ：https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp
●建築BIM加速化事業について
　一定の要件を満たす建築物を整備する新築プロジェクトに
おいて、複数の事業者が連携して建築BIMデータの作成等
を行う場合に、BIMソフトウエアや講習等に要する費用を
支援する事業。

　URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/bim.html

●所在地 福井県福井市板垣5丁目624番地
●TEL・FAX 0776-43-0585
●携帯 080-6357-0894
●E-mail spew5m79@carol.ocn.ne.jp
●URL http://myshoenesekkei-office.jimdo.com/
●担当者 代表　薬師　誠

エムワイ省エネ設計事務所
業務内容
■建築物省エネ法の係わる住宅・非住宅建築物の『省エネ計算代行業務』の専門の設計事務所
①非住宅建築物の適合判定又は届出申請の代行業務（モデル建物法・標準入力法による）
②住宅・非住宅建築物のCASBEE評価認証の申請代行業務
③住宅の長期優良・認定低炭素・性能向上計画・ゼロエネ（ZEH）の計算及びBELS認証代行申請
④「こどもみらい住宅支援事業」「グリーン住宅ポイント対象証明」の代行申請
■新築建物竣工写真（建築主贈呈用／事務所掲載用）・リフォーム用屋根や外壁写真のドローンによる空撮
　（許可・承認番号：阪空運航第33489号）（機体登録記号：JU322A6B7B73)
登録内容
一級建築士事務所　福井県知事　第い-1725号　　　　　既存住宅状況調査技術者 №2018-037
一級建築士　大臣登録　第160328号　CASBEE建築評価員　登録08130-25

実務者のための設計・監理契約講習会

～四会連合協定 建築設計・
　監理等業務委託契約約款の解説～
と　　き： 3月10日㈮　13：30～15：00 
と こ ろ：福井県中小企業産業大学校 大教室
定　　員：50名
受 講 料：会員 2,000円（税込）、非会員 3,000円（税込）
テキスト代：会員、 非会員共 5,000円（税込）
　民法の改正（令和2年4月1日施行）に対応するため、四会連合協定
建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会では、四会連合協定建
築設計・監理等業務委託契約書類（以下、一般向けという）及び小規模
向け契約書類を改訂し、令和2年4月に発行しました。
　一方、四会契約約款の解説書は、これまで一般向けと小規模向けで
それぞれ発行していましたが、民法の改正に合わせて令和2年11月に合
本して1冊となった解説書を新規に発行しました。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響もあり、発行から時
間が経過しましたが、四会研究会ではこの解説書をテキストとして、実
務者にとって特に重要となる契約の重要性、約款の内容、契約書類の
使用方法等について学習することを目的とした講習会を開催すること
としました。
　近年、業務委託契約の重要性が高まっておりますので、この機会に
ぜひ、ご受講ください。
※申込方法等の詳細については各会のHPをご覧ください。

お知らせ

主催：福井県建築士事務所協会、 福井県建築士会

と　　き： 3月 4日㈯　13：30～16：00
と こ ろ：福井県繊協ビル10F ホールA
　　　　　（福井市大手3丁目7-1　TEL.0776-22-1411）
講　　師：宮崎　浩（㈱プランツ・アソシエイツ代表）
演 　 題：ものづくりの現場から
※詳細は、（公社）日本建築家協会 北陸支部
　福井地域会のホームページをご覧ください。

主催：（公社）日本建築家協会 北陸支部 福井地域会

ご 案 内

JIA建築文化講演会

共催：一般社団法人福井県建築士会、ふくいヘリテージ協議会
と　　き： 3月19日㈰　13：30～15：00 
と こ ろ：福井市地城交流プラザ
　　　　　「アオッサ」6階研修室601B・C 
講　　師：内田美知留（全国ヘリテージマネージャー
　　　　　　　　　　　ネットワーク協議会運営副委員長）
演　　題：私が考える歴史まちづくりの意義と活動
定　　員：60名（先着）
受 講 料：無料、事前申し込み必要
申 込 先：下記のメールアドレスヘ氏名と
　　　　　聴講希望と書添えてお送りください。
　　　　　jf9dkk@quartz. ocn. ne. jp 
申込締切日： 3月12日㈰
　　　　　定員に達した場合は返信にてお知らせいたします。

と　　き： 3月12日㈰　10：00～12：00
と こ ろ：アオッサ 6階　研修室A・B
講　　師：市川秀和（福井工業大学教授）
演　　題：空襲・震災後の福井市の建築都市復興史
定　　員：30名（福井市在住：要申込・先着順）
申込・問合：歴史のみえるまちづくり協会
　　　　　メール〈info@fukui-rekimachi.jp〉

主催：福井市・歴史のみえるまちづくり協会

第10回第10回 なるほど福井！市民歴史講座


